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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検眼を検査するための検眼装置であって、
　被検者に投影される視標光束の光路中に配置され、前記視標光束の光学特性を変化させ
る左右一対のレンズユニットと、
　前記レンズユニットの駆動を制御する制御手段と、
　雲霧時の目標視力値を取得する取得手段と、を備え、
　前記制御手段は、雲霧時の前記被検眼の視力値が、前記取得手段によって取得された前
記目標視力値となるように、前記被検眼を雲霧させるための雲霧量を決定することを特徴
とする検眼装置。
【請求項２】
　前記取得手段は、被検者の視力値をさらに取得し、
　前記制御手段は、前記取得手段によって取得された前記目標視力値と前記被検者の視力
値とに基づいて、前記雲霧量を決定することを特徴とする請求項１の検眼装置。
【請求項３】
　被検眼を検査するための検眼装置であって、
　被検者に投影される視標光束の光路中に配置され、前記視標光束の光学特性を変化させ
る左右一対のレンズユニットと、
　前記レンズユニットの駆動を制御する制御手段と、
　被検者の視力値を取得する取得手段と、を備え、
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　前記制御手段は、前記取得手段によって取得された前記視力値に応じて、前記被検眼を
雲霧させるための雲霧量を補正することを特徴とする検眼装置。
【請求項４】
　被検眼を検査するための検眼装置において実行される検眼プログラムであって、前記検
眼装置のプロセッサによって実行させることで、
　雲霧時の目標視力値を取得する取得ステップと、
　雲霧時の前記被検眼の視力値が、前記取得ステップによって取得された前記目標視力値
となるように、前記被検眼を雲霧させるために付加する雲霧量を決定する決定ステップと
、
を前記検眼装置に実行させることを特徴とする検眼プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、被検眼を検査するための検眼装置、および検眼プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　左右一対のレンズユニット内に、種々の光学素子が配置された複数の回転ディスクをそ
れぞれ設け、この回転ディスクの回転により所望の光学特性の光学素子を検眼窓に切換え
配置して、被検眼の屈折力を自覚的に検査する検眼装置が知られている。
【０００３】
　この種の検眼装置による矯正屈折力検査は、左右の眼を個別に検査する。検査する方の
眼（以下、測定眼という）には検眼窓に配置された光学素子を介して検査視標を観察させ
る。検査しない方の眼（以下、非測定眼という）には、回転ディスクの一つに設けられた
遮蔽板を検眼窓に配置して、検査視標が見えないようにしている。
【０００４】
　また、非測定眼側に遮蔽板を配置せずにプラス球面度数を負荷して片眼に雲霧をかけた
両眼開放下での検査を行う方法も知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開Ｈ１０－２８５４７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、被検者ごとに矯正状態での見え方が異なるため、雲霧をかけるために付
加する度数に調整が必要な場合があった。
【０００７】
　本開示は、従来の問題点に鑑み、両眼解放下での片眼検査を行う際に、被検者に適した
雲霧状態を容易に設定できる検眼装置、および検眼プログラムを提供することを技術課題
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本開示は以下のような構成を備えることを特徴とする。
【０００９】
　（１）　被検眼を検査するための検眼装置であって、被検者に投影される視標光束の光
路中に配置され、前記視標光束の光学特性を変化させる左右一対のレンズユニットと、前
記レンズユニットの駆動を制御する制御手段と、雲霧時の目標視力値を取得する取得手段
と、を備え、前記制御手段は、雲霧時の前記被検眼の視力値が、前記取得手段によって取
得された前記目標視力値となるように、前記被検眼を雲霧させるための雲霧量を決定する
ことを特徴とする。
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　（２）　被検眼を検査するための検眼装置であって、被検者に投影される視標光束の光
路中に配置され、前記視標光束の光学特性を変化させる左右一対のレンズユニットと、前
記レンズユニットの駆動を制御する制御手段と、被検者の視力値を取得する取得手段と、
を備え、前記制御手段は、前記取得手段によって取得された前記視力値に応じて、前記被
検眼を雲霧させるための雲霧量を補正することを特徴とする。
　（３）　被検眼を検査するための検眼装置において実行される検眼プログラムであって
、前記検眼装置のプロセッサによって実行させることで、雲霧時の目標視力値を取得する
取得ステップと、雲霧時の前記被検眼の視力値が、前記取得ステップによって取得された
前記目標視力値となるように、前記被検眼を雲霧させるために付加する雲霧量を決定する
決定ステップと、を前記検眼装置に実行させることを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本実施例の検眼システム全体を示した概略図である。
【図２】本実施例の検眼装置を被検者側から見た外観概略図である。
【図３】本実施例の検眼装置の水平断面図である。
【図４】オートクロスシリンダレンズを説明するための図である。
【図５】本実施例の制御系ブロック図である。
【図６】本実施例の動作を示すフローチャートである。
【図７】雲霧パラメータの設定画面を示す図である。
【図８】雲霧量の計算について説明する図である。
【図９】点群チャートの見え方について説明する図である。
【図１０】点群チャートの見え方について説明する図である。
【図１１】オートクロスシリンダレンズの回転制御について説明する図である。
【図１２】コントローラの表示画面の一例を示す図である。
【図１３】雲霧時の視標の見え方について説明する図である。
【図１４】眼図について説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本開示に係る第１実施形態について簡単に説明する。第１実施形態の検眼装置（
例えば、検眼装置１００）は、例えば、被検眼を検査する。検眼装置は、例えば、レンズ
ユニット（例えば、レンズユニット１１０など）と、取得部（例えば、制御部３７０など
）と、制御部（例えば、制御部３７０など）と、を備えてもよい。レンズユニットは、例
えば、左右一対で設けられる。レンズユニットは、例えば、被検者に投影される視標光束
の光路中に配置される。レンズユニットは、例えば、視標光束の光学特性を変化させる。
レンズユニットは、例えば、検眼窓（例えば、検眼窓１６０など）を有してもよい。そし
て、レンズユニットは、検眼窓に複数のレンズを切り換えて配置してもよい。複数のレン
ズとしては、例えば、球面レンズ、円柱レンズ、補助レンズ等であってもよい。
【００１２】
　取得部は、雲霧時の目標視力値を取得する。目標視力値は、例えば、測定しない方の眼
（非測定眼という）に雲霧を掛ける際の視力値であってもよく、結果として、非測定眼に
対して雲霧を掛けることで非測定眼の視力を制限してもよい。この場合、非測定眼に対し
て雲霧が掛けられた状態で、測定眼の検査が行われてもよい。取得部は、例えば、検者の
操作に応じて操作部（例えば、コントローラ３００）から出力される操作信号に基づいて
、目標視力値を取得してもよい。
【００１３】
　制御部は、例えば、レンズユニットの駆動を制御する。例えば、制御部は、検眼窓に配
置されるレンズの切り換え、検眼窓に配置されるレンズの回転等の駆動を制御してもよい
。制御部は、例えば、取得部によって取得された目標視力値に基づいて、被検眼を雲霧さ
せるための雲霧量を決定してもよい。これによって、例えば、検者は、所望の視力値で雲
霧が掛けられた状態で容易に検査を行える。
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【００１４】
　なお、取得部は、例えば、被検者の視力値をさらに取得してもよい。被検者の視力値は
、例えば、自覚検査によって取得された視力値でもよいし、被検眼の矯正状態に応じて推
定された視力値でもよい。また、取得部は、片眼ずつ検査した時の視力値を取得してもよ
いし、両眼で検査したときの視力値を取得してもよい。この場合、制御部は、取得部によ
って取得された目標視力値と、被検者の視力値とに基づいて、雲霧量を決定してもよい。
【００１５】
　例えば、制御部は、目標視力値に応じた度数と、被検者の視力値に応じた補正値に基づ
いて、雲霧量を決定してもよい。ここで、補正値は、被検者の視力値のぼやけ具合を換算
した度数であってもよい。例えば、補正値は、被検眼が矯正された状態において、被検眼
に入射する検査視標の結像位置と、被検眼の網膜の位置とのずれをレンズの度数に換算し
た値あってもよい。
【００１６】
　なお、取得部によって被検者の視力値が取得される場合、制御部は、取得部によって取
得された被検者の視力値に応じて、被検眼を雲霧させるための雲霧量を補正してもよい。
例えば、制御部は、被検者の視力値に応じて、所定の雲霧量を補正してもよい。
【００１７】
　なお、制御部は、記憶部（例えば、記憶部３４０等）に記憶された検眼プログラムを検
眼装置に実行させてもよい。例えば、検眼プログラムは、取得ステップと、決定ステップ
を含む。取得ステップは、例えば、雲霧時の目標視力値と、被検者の視力値と、を取得す
るステップである。決定ステップは、例えば、目標視力値と測定視力値とに基づいて、被
検眼を雲霧させるための雲霧量を決定するステップである。
【００１８】
　なお、第１実施形態の検眼装置は、非測定眼に対してプリズムレンズを配置し、非測定
眼の視線を検査視標から外すことによって両眼解放状態での片眼検査を行ってもよい。こ
の場合、取得部は、被検者のプリズム値を取得してもよい。さらに制御部は、取得部によ
って取得部によって取得された被検者のプリズム値に応じて、被検眼に対して配置するプ
リズムレンズのプリズム値を決定してもよい。これによって、検眼装置は非測定眼の視線
を確実に検査視標から外すことができる。
【００１９】
　以下、本開示に係る第２実施形態について簡単に説明する。第２実施形態の検眼装置（
例えば、検眼装置１００）は、例えば、レンズユニット（例えば、レンズユニット１００
）と、駆動部（例えば、駆動部１５０Ｒ，１５０Ｌ）と、制御部（例えば、制御部３７０
）等を備える。レンズユニットは、例えば、第１光路と第２光路にそれぞれ配置される。
ここで、第１光路は、例えば、被検者の右眼に投影される視標光束の光路であり、第２光
路は、被検者の左眼に投影される視標光束の光路である。レンズユニットは、例えば、オ
ートクロスシリンダレンズを少なくとも備えてもよい。この場合、レンズユニットは、少
なくともオートクロスシリンダレンズによって視標光束の光学特性を第１光路と第２光路
でそれぞれ変化させる。オートクロスシリンダレンズは、例えば、プリズム成分によって
被検眼の視界を分離する。例えば、オートクロスシリンダレンズは、１つの検査視標が２
つに見えるように被検眼の視界を分離する。
【００２０】
　駆動部は、例えば、第１光路と第２光路に配置されるレンズをそれぞれ回転駆動させて
もよい。制御部は、例えば、駆動部の駆動を制御する。例えば、制御部は、第１光路と第
２光路にそれぞれ配置されたオートクロスシリンダレンズによって分離される検査視標の
分離方向が、第１光路と第２光路とで同じ方向となるように駆動部の駆動を制御してもよ
い。例えば、制御部は、第１光路と第２光路とで、オートクロスシリンダレンズの軸が同
じ軸角度になるように、第１光路と第２光路にオートクロスシリンダレンズをそれぞれ配
置させてもよい。これによって、測定眼と、雲霧が掛けられた非測定眼とで視標の分離方
向が同じとなり、両眼解放下での適正な検査が行える。
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【００２１】
　なお、駆動部は、第１光路と第２光路に配置されたレンズの回転角度をそれぞれ変更す
る回転駆動部を備えてもよい。この場合、制御部は、回転駆動手段の駆動を制御すること
によって、第１光路と第２光路に配置されたオートクロスシリンダレンズの軸角度が第１
光路と第２光路とで同じに保たれるように連動して回転させてもよい。例えば、制御部は
、回転駆動部によってオートクロスシリンダレンズを回転させる場合、第１光路と第２光
路にそれぞれ配置されたオートクロスシリンダレンズの回転方向と回転量を一致させても
よい。
【００２２】
　なお、制御部は、回転駆動部によってオートクロスシリンダレンズを回転させる場合、
第１光路と第２光路にそれぞれ配置されたオートクロスシリンダレンズの回転速度を一致
させてもよい。
【００２３】
　なお、制御部のプロセッサは、記憶部（例えば、記憶部３４０など）に記憶された検眼
プログラムを検眼装置に実行させてもよい。検眼プログラムは、例えば、制御ステップを
含む。制御ステップは、例えば、レンズユニットによって、被検者の右眼に投影される視
標光束の光路である第１光路と、被検者の左眼に投影される視標光束の光路である第２光
路と、にそれぞれ配置されたオートクロスシリンダレンズを介して観察される検査視標の
分離方向が第１光路と第２光路とで同じ方向となるように、レンズユニットの駆動を制御
するステップである。
【００２４】
　なお、レンズユニットは、例えば、被検者が覗き込んで検査視標を見るための検眼窓（
例えば、検眼窓１６０）を備えてもよい。この場合、第１光路上の右検眼窓（例えば、右
検眼窓１６０Ｒ）と第２光路上の左検眼窓（例えば、左検眼窓１６０Ｌ）に、オートクロ
スシリンダレンズを含む複数のレンズを切り換え配置してもよい。
【００２５】
　なお、オートクロスシリンダレンズのように、検査視標を少なくとも２つに分離させる
プリズム成分を有するレンズを備える場合も、第１光路と第２光路にそれぞれ配置された
レンズを介して観察される検査視標の分離方向が第１光路と第２光路とで同じ方向となる
ように、駆動部の駆動を制御してもよい。この場合、第２実施形態の検眼装置は、被検眼
を検査する検眼装置であって、被検者の右眼に投影される視標光束の光路である第１光路
と、被検者の左眼に投影される視標光束の光路である第２光路と、にそれぞれ配置され、
少なくともプリズム成分を有するレンズによって視標光束の光学特性を第１光路と第２光
路でそれぞれ変化させる左右一対のレンズユニットと、レンズユニットを駆動させる駆動
部と、駆動部の駆動を制御する制御部と、を備え、制御部は、第１光路と第２光路にそれ
ぞれ配置されたプリズム成分を有するレンズを介して観察される検査視標の分離方向が第
１光路と第２光路とで同じ方向となるように、駆動部の駆動を制御することを特徴とする
検眼装置、と表現してもよい。
【００２６】
　以下、本開示に係る第３実施形態について簡単に説明する。第３実施形態の検眼情報表
示装置（例えば、コントローラ３００等の表示端末）は、被検眼の検眼情報を表示する。
検眼情報は、例えば、被検眼の検査状況、検査結果等であってもよい。検眼情報表示装置
は、例えば、制御部（例えば、制御部３７０）を備えてもよい。制御部は、例えば、両眼
シミュレーション画像を表示部（例えば、表示部３２０）に表示させる。両眼シミュレー
ション画像は、例えば、両眼で検査視標を見たときの見え方を単体で示す。両眼シミュレ
ーション画像は、例えば、一つ（単一）の画像であってもよい。両眼シミュレーション画
像は、例えば、レンズユニット等によって矯正された測定眼と、レンズユニット等によっ
て雲霧を掛けられた非測定眼と、で検査視標を見たことを想定した単一のシミュレーショ
ン画像であってもよい。すなわち、両眼シミュレーション画像は、レンズユニット等によ
って矯正された測定眼と、レンズユニット等によって雲霧を掛けられた非測定眼と、で検
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査視標を見たときに、左右眼のそれぞれで得られる網膜像が脳内で融像された単一のシミ
ュレーション画像であってもよい。例えば、非測定眼に雲霧が掛けられている場合、測定
眼と非測定眼での見え方の差が大きいため、両眼での見え方がイメージしづらい。このよ
うな場合であっても、両眼シミュレーション画像が表示されるため、検者は、両眼での見
え方を容易に把握できる。
【００２７】
　なお、制御部は、例えば、片眼シミュレーション画像を表示部にさらに表示させてもよ
い。片眼シミュレーション画像は、例えば、右眼シミュレーション画像と左眼シミュレー
ション画像の少なくともいずれかである。右眼シミュレーション画像は、例えば、右眼で
検査視標を見たときの見え方を示す画像である。左眼シミュレーション画像は、例えば、
左眼で検査視標を見たときの見え方を示す画像である。両眼シミュレーション画像と片眼
シミュレーション画像が表示されることによって、検者は、片眼での見え方と両眼での見
え方の関係性を容易に把握できる。
【００２８】
　なお、制御部は、両眼シミュレーション画像および片眼シミュレーション画像の少なく
ともいずれかの鮮明度を、被検眼の視力値に基づいて設定してもよい。被検眼の視力値は
、例えば、視力検査によって得られた値でもよいし、検者が任意に入力した値でもよいし
、被検者の矯正状態に基づいて推定された値でもよい。例えば、被検眼の視力値は、被検
眼を雲霧させたときに推定される視力値であってもよいし、矯正部（例えば、レンズユニ
ット１１０）によって矯正される被検眼の矯正情報に基づいて推定される視力値であって
もよい。ここで、鮮明度とは、例えば、画像のボヤケ具合、色の鮮やかさ、コントラスト
、解像度、明度等の少なくともいずれかであってもよい。
【００２９】
　なお、制御部は、両眼シミュレーション画像の鮮明度を、左右の片眼視力値のうち、高
い方の片眼視力値に基づいて設定してもよい。一般に両眼で見え方は、左右眼のうち、鮮
明に見える方の見え方が優先されることが多い。したがって、制御部は、視力の高い方の
眼の見え方に基づいて両眼シミュレーション画像の鮮明度を決定してもよい。
【００３０】
　なお、制御部は、被検眼を矯正する矯正部の矯正光学系の度数変化に応じて、両眼およ
び片眼の少なくともいずれかのシミュレーション画像の鮮明度を変化させてもよい。これ
によって、検者は、被検者の矯正状態の変化と、そのときの見え方の変化を容易に把握で
きる。
【００３１】
　なお、制御部は、眼図を表示部に表示させてもよい。眼図は、例えば、被検眼と、被検
眼に入射する視標光束の結像位置と、が少なくとも描写される図である。眼図が表示され
ることによって、検者は、被検者の見え方を客観的に把握しやすい。また、眼図は、被検
眼の眼前に配置される矯正光学系の描写を含んでもよい。制御部は、例えば、矯正部によ
って矯正される被検眼の矯正状態の変化に応じて、眼図の描写を変化させてもよい。例え
ば、制御部は、視標光束の結像位置、矯正光学系の形状およびレンズの枚数等を変化させ
てもよい。
【００３２】
　なお、制御部のプロセッサは、例えば、記憶部（例えば、記憶部３４０など）に記憶さ
れた検眼情報表示プログラムを検眼情報表示装置に実行させてもよい。検眼情報表示プロ
グラムは、例えば、表示ステップを含む。表示ステップは、例えば、両眼で検査視標を見
たときの見え方を示す両眼シミュレーション画像を表示部に表示させるステップである。
【００３３】
　なお、以上の実施形態の説明において、検眼装置のレンズユニットは、被検者側（例え
ば、被検眼の眼前）に配置されてもよいし、視標呈示装置側に配置されてもよい。例えば
、レンズユニットは、視標呈示装置（例えば、視標呈示装置２００）の内部に配置されて
もよい（いわゆるファントム式）。この場合、視標呈示装置は、内部に配置されたレンズ
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ユニットで光学特性の矯正された視標光束を被検眼に投影する構成であってもよい。ここ
で、視標呈示装置とは、例えば、被検者に検査視標を投影する装置である。
　なお、視標光束の光学特性を変化させるレンズユニットとしては、レンズ切換機構に限
定されず、レンズユニットにアルバレスレンズが配置された構成であってもよい。
【００３４】
　＜実施例＞
　以下、本実施例の検眼システム５００について説明する。図１に示すように、本実施例
の検眼システム５００は、例えば、検眼装置１００と、視標呈示装置２００と、コントロ
ーラ３００、リレーユニット４００等を備える。例えば、検眼装置１００は、保持アーム
５に吊り下げられる。保持アーム５の一端は基台１０に固定される。
【００３５】
　＜検眼装置＞
　図２に示すように検眼装置は、左右一対のレンズユニット１１０（左レンズユニット１
１０Ｌ、右レンズユニット１１０Ｒ）を備える。レンズユニット１１０は、レンズディス
ク１２０（左レンズディスク１２０Ｌ、右レンズディスク１２０Ｒ）を備える。レンズデ
ィスク１２０は、レンズユニット１１０に回転可能に保持されている（図２参照）。レン
ズディスク１６４には、多数の光学素子（球面レンズ、円柱レンズ、分散プリズム、等）
が同一円周上に配置されている。レンズディスク１２０が駆動部（アクチュエータ）１３
０Ｒ，１３０Ｌによって回転制御されることによって、検者が所望する光学素子が検眼窓
１６０（左検眼窓１６０Ｌ、右検眼窓１６０Ｒ）に配置される。また、検眼窓１６０に配
置された光学素子（例えば、円柱レンズ、クロスシリンダレンズ、ロータリプリズム等）
が駆動部１５０Ｒ，１５０Ｒによって回転制御されることにより、検者が所望する回転角
度にて光学素子が配置される。検眼窓１６０に配置される光学素子の切り換え等は、操作
手段であるコントローラ３００（図１参照）の操作によって行われる。駆動部１３０Ｒ，
１３０Ｌおよび駆動部１５０Ｒ，１５０Ｌは、例えば、モータ、ソレノイド等が用いられ
るが、これに限定されない。
【００３６】
　レンズユニット１１０は、複数のレンズディスクを備えてもよい。例えば、各レンズデ
ィスクは、開口（又は０Ｄのレンズ）及び複数の光学素子を備える。各レンズディスクの
種類としては、図３に示すように、例えば、球面レンズディスク１２１Ｒ，１２１Ｌ、円
柱レンズディスク１２２Ｒ,１２２Ｌ、補助レンズディスク１２３Ｒ，１２３Ｌ等が挙げ
られる。球面レンズディスク１２１Ｒ，１２１Ｌは、例えば、度数の異なる複数の球面レ
ンズを有する。円柱レンズディスク１２２Ｒ，１２２Ｌは、例えば、度数の異なる複数の
円柱レンズを有する。補助レンズディスク１２３Ｒ，１２３Ｌには、赤フィルタ／緑フィ
ルタ、プリズム、クロスシリンダレンズ、偏光板、マドックスレンズ、オートクロスシリ
ンダレンズの少なくともいずれかが配置される。また、円柱レンズ、ロータリプリズム、
オートクロスシリンダレンズ等は、駆動部１５０Ｒ，１５０Ｌにより光軸Ｌ１または光軸
Ｌ２を中心に回転可能に配置される。なお、駆動部１３０Ｒ，１３０Ｌおよび駆動部１５
０Ｒ，１５０Ｌは、レンズディスクごとに設けられてもよい。
【００３７】
　オートクロスシリンダレンズは、クロスシリンダ（オートクロス）テストを行うための
レンズである。クロスシリンダテストは、被検眼の乱視の方向と度数を測定するテストで
ある。オートクロスシリンダレンズＡｃは、例えば、図４に示すように、視界を分離する
２つのプリズム領域Ｇ１，Ｇ２が設けられる。２つのプリズム領域Ｇ１，Ｇ２は、例えば
、軸Ｌ３を境界として分離される。この場合、例えば、軸Ｌ３の垂直方向に視界が分離さ
れる。さらに、各プリズム領域には乱視度数が付与されており、その乱視軸は互いに直交
している。
【００３８】
　なお、検眼装置１００は、例えば、左右のレンズユニット１１０の間隔を調整する機構
、左右のレンズユニット１１０の輻輳角（打寄せ角）を調整する機構等を備えてもよい。
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また、検眼装置１００は、被検者の額と当接する額当て１７０を備えてもよい。額当て１
７０は、被検者の頭部を保持し、被検眼の位置を所定の検査位置に固定する役割を持つ。
【００３９】
　なお、検眼装置１００は、上記構成に限定されるものではなく、被検眼の眼前に配置さ
れる光学素子を電気的に切換可能な構成であればよい。例えば、電気アクティブレンズの
駆動により度数を切り換える構成であってもよい。
【００４０】
　＜視標呈示装置＞
　視標呈示装置２００は、検査視標を呈示する視標呈示部２１０を備えている。視標呈示
装置２００は、リレーユニット４００を介してコントローラ３００と接続されており、視
標呈示部２１０に表示される視標の切り換え等がコントローラ３００の操作等によって行
われる。
【００４１】
　視標呈示装置２００は、コントローラ３００から入力される操作信号に応じて視標呈示
部２１０に検査視標を表示する。視標呈示装置２００は、検眼装置１００と略同じ高さに
位置されると共に、検査に適した距離だけ検眼装置１００から離れるように設置される。
本実施例では、検眼装置１００と視標呈示装置２００との間の距離は、遠用検査に適した
距離（例えば、５ｍ）とされている。視標呈示装置２００は、図示のディスプレイに限定
されず、スクリーンに視標を投影するチャートプロジェクター、凹面ミラーを介して視標
を投影する省スペース型視標投影装置などが用いられる。
【００４２】
　なお、図１に示すように、検眼装置は、近用検査を行うための近用視標呈示部１０４を
備えてもよい。近用視標呈示部１０４は、例えば、検眼装置に取り付けられたロッド１０
２に摺動可能に保持される。近用視標呈示部１０４は、例えば、検査視標が複数描かれた
チャート板、または液晶ディスプレイ等を備える。
【００４３】
　＜コントローラ＞
　図１に示すコントローラ３００は、検眼装置１００、視標呈示装置２００の少なくとも
いずれかを操作する。コントローラ３００は、複数の操作ボタンが配置された操作パネル
３１０とタッチパネル機能を有する表示パネル３２０を有し、操作パネル３１０及び表示
パネル３２０に対する検者の操作を検出する。コントローラ３００は、検者の操作に基づ
いて検眼装置１００、視標呈示装置２００に駆動信号を出力する。コントローラ３００は
、例えば、眼前に配置される光学素子の切り換えを指示するために用いられる。
【００４４】
　図５に示すように、制御部３７０は、コントローラ３００の実行主体として機能する。
制御部３７０は、検眼装置１００、視標呈示装置２００を制御するためのプログラムに従
って各種の処理を実行する。このようなプログラムは、例えば、コントローラ３００に設
けられた記憶部３４０に記憶される。
【００４５】
　なお、検眼装置１００、視標呈示装置２００等を制御する制御部３７０は、コントロー
ラ３００に限らず、検眼装置１００、視標呈示装置２００、リレーユニット４００等が備
えていてもよい。
【００４６】
　＜リレーユニット＞
　図１に示すリレーユニット４００は、検眼装置１００の電源、コントローラ３００から
の検眼装置１００と視標呈示装置２００に対する通信を制御するユニットである。リレー
ユニット４００は、コントローラ３００、検眼装置１００、視標呈示装置２００と接続さ
れている。接続は、無線又は有線にて行われる。リレーユニット４００は、ＣＰＵ等から
なる制御部２００（図５参照）を備え、コントローラ３００の制御指令を受け、検眼装置
１００、視標呈示装置２００を制御する。なお、リレーユニット４００は、必ずしも必須
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の構成ではなく、コントローラ３００からの制御指令を検眼装置１００、視標呈示装置２
００が受信する構成であってもよい。
【００４７】
　＜制御動作＞
　以上のような構成の装置において、その動作を説明する（図６の検査手順フローチャー
ト参照）。以下の説明では、片眼測定の際に非測定眼に雲霧を掛け、両眼が解放された状
態で検査を行う場合を例に挙げる。両眼を開放して行う検査は、遮蔽板で遮蔽する場合に
比べて被検眼の不要な調節が生じにくく、適正な検査を行い易い。雲霧掛けを行う場合、
検者は、検査前に雲霧量を決定するための雲霧パラメータの設定を行う。雲霧パラメータ
としては、例えば、雲霧時の目標視力値などが挙げられる。例えば、制御部３７０は、図
７に示すような視力値設定画面３６０を表示部３２０に表示させ、検者からの目標視力値
の入力を受け付ける。視力値設定画面３６０には、例えば、選択ボタン３６１，３６２、
設定ボタン３６３等が表示される。この場合、検者は、選択ボタン３６１または選択ボタ
ン３６２を操作することによって、雲霧時の目標視力値を選択し、設定ボタン３６３を押
すことによって選択中の目標視力値を入力してもよい。制御部３７０は、目標視力値の入
力を受け付け、これを記憶部３４０等に記憶させる（ステップＳ１）。なお、目標視力値
の設定は、検査ごとに毎回行う必要はない。例えば、設定画面によって一度設定を行えば
、その後の検査にも同じ目標視力値が用いられる。
【００４８】
　目標視力値の設定後、検者は、被検眼の検査を開始する。本実施例では、自覚的な屈折
力測定の前に予備検査を行う（ステップＳ２）。予備検査は、例えば、眼屈折力測定装置
６００（図５参照）による他覚測定、前眼鏡測定、片眼カバーテスト、交互カバーテスト
、裸眼／前眼鏡視力確認、偏光ＲＧ（レッドグリーン）によるバランステスト、他覚値で
の視力測定などである。被検者が眼鏡を装用している場合は、眼鏡レンズの度数（眼鏡値
データ）をレンズメータ７００によって測定して、この結果を処方のための情報としても
よい。各測定データはコントローラ３００に入力しておくことができ、例えば、測定デー
タは記憶部３４０等に記憶される。コントローラ３００は、眼屈折力測定装置６００およ
びレンズメータ７００等の測定結果を無線または有線等に通信手段によって受信してもよ
いし、検者によって入力されてもよい。
【００４９】
　検眼装置１００の検眼窓１６０には、例えば、初期設定の光学系が配置される。このと
き予め入力されている他覚値データ又は前の眼鏡値データを呼び出すと、そのデータに基
づく矯正光学系が左右の検眼窓１６０に配置され、自覚検査を効率良く行うことができる
。以下の説明では、他覚値データを利用するものとして説明する。
【００５０】
　左右の検眼窓１６０に他覚値データに基づくレンズが配置されると、検者は、例えば、
偏光Ｒ／Ｇ検査によって左右眼の見え方が適切かどうか確認する。検査視標は偏光Ｒ／Ｇ
検査視標が用いられる。視標呈示部２１０に表示される偏光Ｒ／Ｇ検査視標は、例えば、
右眼用視標と左眼用視標とで偏光方向が直交している。例えば、右眼用視標の偏光方向は
１３５°に設定され、左眼用視標の偏光方向は４５°に設定される。左右の検眼窓には、
補助レンズディスク１２３Ｒ，１２３Ｌに設けられる偏光レンズが、左右それぞれの視標
と対応した偏光軸で配置される。検者は、例えば、左右でそれぞれ対応する視標が見えて
いるか、左右の見え方のバランスはどうかを確認する。これによって、遮蔽の代わりに雲
霧を使用して行う検査が被検者にとって適切かどうか確認する。例えば、偏光R/G検査で
、右眼用視標と左眼用視標が共に見えない場合は、この検査に適さない。また、他覚値デ
ータに基づいて初期設定された矯正光学系の値が適切かどうかを確認する。その後、例え
ば、視力検査によって両眼での視力値を確認する。制御部３７０は、例えば、視力検査に
よって得られた視力値を記憶部３４０等に記憶させる。
【００５１】
　両眼での視力値が確認できたら、制御部３７０は、被検眼に雲霧を掛けるための雲霧量
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の算出を行う（ステップＳ３）。例えば、制御部３７０は、ステップＳ２において記憶部
３４０等に記憶された被検者の視力値と、検査前に検者によって入力された目標視力値に
基づいて雲霧量を算出する。
【００５２】
　制御部３７０は、例えば、次の表１、表２に示すようなテーブルに基づいて雲霧量を決
定してもよい。表１は、雲霧時の目標視力値と、オートレフ値（他覚測定値）で矯正され
た状態から目標視力値で雲霧を掛けるために付加する球面度数Ａ１の関係を示す。表２は
、オートレフ値で矯正された状態で視力測定したときの視力値と、その視力値で視標を見
たときのぼやけ具合に相当する球面度数Ａ２との対応関係である。
【表１】
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【表２】

【００５３】
　例えば、制御部３７０は、被検者の視力値と雲霧パラメータのそれぞれに対応する数値
を次式（１）に代入して雲霧量Ｆを求めてもよい。式（１）は、目標視力値に対応する球
面度数Ａ１から、オートレフ値で矯正された状態でのぼやけ具合を換算した球面度数Ａ２
の大きさを差し引くことによって雲霧量Ｆを求める式である。
【数１】

【００５４】
　例えば、検者によって目標視力値が０．７と入力された場合、制御部３７０は非測定眼
で視力０．７の視標が見える程度に雲霧を掛ける。制御部３７０は、例えば、表１によっ
て視力値０．７に対する球面度数Ａ１と、表２によって視力測定した視力値に相当する球
面度数Ａ２を決定し、式（１）に代入する。ここで、視力測定の結果が視力０．９であっ
た場合、Ａ１＝０．７５Ｄ、Ａ２＝±０．２５であるため、式（１）からＦ＝０．５０と
なる。
【００５５】
　このように、制御部３７０は、被検者の視力が小さかった場合（例えば、１．０未満）
は、すでにぼやけて見える状態であるため、雲霧時の目標視力値に対応する球面度数Ａ１
に対して球面度数Ａ２分だけ差し引いた雲霧量Ｆを非測定眼に付加する（図８参照）。つ
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まり、制御部３７０は、基準となる度数を、補正度数によって補正することで最終的な雲
霧量Ｆを決定する。本実施例では、他覚測定値で矯正された状態において推定される推定
視力値（例えば、１．０以上）を目標視力値まで落とすために必要な球面度数Ａ１が基準
となる。そして、被検者の実際の視力値と、他覚測定値で矯正された状態での推定視力値
との差に基づいて補正のための球面度数Ａ２が決められる。
【００５６】
　もちろん、雲霧量Ｆの算出方法は、上記の例に限定されない。例えば、制御部３７０は
、オートレフ値での視力値に関わらず、目標視力値を得るために必要な球面度数Ａ１を雲
霧量Ｆとしてもよい。また、球面度数だけでなく、円柱度数を付加することによって雲霧
を掛けてもよい。
【００５７】
　なお、上記の表１および表２は一例であり、数値は任意に変更できる。また、表１およ
び表２によって雲霧量を決定したが、表を使わずに換算式などによって計算で雲霧量を求
めてもよい。
【００５８】
　また、制御部３７０は、一定の雲霧量を付加してもよい。例えば、制御部３７０は、雲
霧時の目標視力値として固定値（例えば、０．３）が設定され、雲霧時の視力値が設定さ
れた固定値になるように雲霧量を付加するようにしてもよい。
【００５９】
　なお、オートレフ値の入力が無い場合、制御部３７０は、オートレフ値で矯正された状
態での視力値を仮定して雲霧量の算出を行ってもよい。例えば、制御部３７０は、オート
レフ値での視力値を１．０として、雲霧量の算出を行ってもよい。視力値を１．０とした
場合は、表２から球面度数Ａ２は０Ｄであるから、雲霧量Ｆは、目標視力値に対応した球
面度数Ａ１と同値となる。
【００６０】
　雲霧量が決定されると、制御部３７０は、雲霧機能を用いた検査を実行する前に、検眼
窓１６０に既に配置されている球面度数に対してさらに雲霧量（例えば、プラス球面度数
）を負荷するように、検眼装置１００に指令信号を送る。制御部３７０は、例えば、球面
レンズディスク１２１Ｒまたは球面レンズディスク１２１Ｌを駆動制御し、求めた雲霧量
を付加する（ステップＳ４）。
【００６１】
　このように、雲霧量が制御部３７０によって自動で設定されることによって、検者は、
わざわざコントローラ３００を操作してレンズディスク１２０の度数を入れ替える手間が
省ける。また、雲霧量が所定量（例えば、＋１．００Ｄ）に設定される場合に比べ、被検
者の視力値から雲霧量を設定するため、検者の所望する雲霧状態を適切に再現できる。例
えば、他覚測定値で矯正された状態であっても、被検者によって視力１．０見える場合も
あれば、視力０．９の視標しか見えない場合もある。この場合、視力１．０の状態で＋１
．００Ｄ加える場合と、視力０．９の状態で＋１．００Ｄ加える場合とでは、雲霧された
非測定眼の見え方に差が生じる。つまり、視力０．９の状態で＋１．００Ｄ加える場合は
、視力１．０の状態で＋１．００Ｄ加える場合に比べて余計にぼやけてしまう。このよう
に、視力値に基づいて雲霧量を設定することによって、視力値に違いがある場合でも、ど
の被検者に対しても検者が所望する雲霧状態を実現できる。
【００６２】
　なお、検者の設定する雲霧パラメータは複数であってもよい。例えば、検者は、雲霧パ
ラメータとして、第１目標視力値、第２目標視力値等を入力してもよい。雲霧パラメータ
として目標視力値が複数入力された場合、まず、第１目標視力値になるように雲霧が掛け
られ、その後第２目標視力値になるように視標が変化してもよい。
【００６３】
　被検眼に雲霧が掛けられると、片眼測定に移る（ステップＳ５）。例えば、検者は、コ
ントローラ３００を操作し、被検者の両眼に雲霧を掛けた状態で測定眼のみ雲霧を解除し
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ていき、最高視力が出る最弱度数にする。その後、過矯正を防止するためのＲ／Ｇ検査、
クロスシリンダテスト（乱視軸検査および乱視度数検査）等を行い、視力検査によって片
眼の最高視力値を確認する。
【００６４】
＜クロスシリンダテスト＞
　次に、オートクロスシリンダレンズを用いた乱視度数、乱視軸の片眼検査について説明
する。検者は、コントローラ３００を操作し、点群チャートを視標呈示装置２００に表示
させる。そして、制御部３７０は、測定眼と被測定眼の検眼窓１６０にそれぞれオートク
ロスシリンダレンズＡｃを配置させる。このように、左右の検眼窓１６０にオートクロス
シリンダレンズＡｃを配置させることによって、オートクロスシリンダを用いた場合であ
っても、雲霧を用いた両眼解放下でのクロスシリンダテストが行える。
【００６５】
　例えば、オートクロスシリンダレンズを測定眼側の検眼窓にのみ配置した場合、図９（
ａ）に示すように、測定眼側ではオートクロスシリンダレンズのプリズム成分によって点
群チャートが２つ見え、図９（ｂ）に示すように、非測定眼側では点群チャートが分離さ
れずに１つに見える。この場合、左右眼の網膜像が上手く融像されず、例えば、点群チャ
ートが３つに見える状態になってしまう（図９（ｃ）参照）。このため、被検者は、どの
点群チャートが測定眼で視認するものかわからなくなり、適切な検査を行えない場合があ
る。したがって、上記のように左右の検眼窓１６０にオートクロスシリンダレンズＡｃを
配置し、左右のどちらも点群チャートが分離した状態にすることで、両眼解放下で適切な
クロスシリンダテストが行える。
【００６６】
　例えば、図１０（ａ）に示すように、測定眼側ではオートクロスシリンダレンズのプリ
ズム成分によって点群チャートが２つ見え、図１０（ｂ）に示すように、非測定眼側でも
オートクロスシリンダレンズのプリズム成分によって点群チャートが２つ見える。従って
、図１０（ｃ）に示すように、測定眼と非測定眼のそれぞれで見える点群チャートが適切
に融像され、クロスシリンダテストが行える状態になる。
【００６７】
　このとき、制御部３７０は、左右のオートクロスシリンダレンズＡｃの軸Ｌ３の方向を
一致させるように配置させる。例えば、制御部３７０は、測定眼側のオートクロスシリン
ダレンズの軸Ｌ３の角度に合わせて、非測定眼側のオートクロスシリンダレンズの軸Ｌ３
の角度を制御する。例えば、図１１の場合、制御部３７０は、右検眼窓１６０Ｒに配置さ
れたオートクロスシリンダレンズＡｃの軸Ｌ３の角度θ１と、左検眼窓１６０Ｌに配置さ
れたオートクロスシリンダレンズＡｃの軸Ｌ３の角度θ２を一致させる。これは、オート
クロスシリンダレンズのプリズムによって点群チャートが２つに分離するときの分離方向
を一致させるためである。左右眼で点群チャートの分離方向を一致させると、左右の網膜
像が上手く融像され、両眼解放下での適切な検査が行える。なお、制御部３７０は、鉛直
方向に対する軸Ｌ３の角度θ１，θ２を制御するものと説明したが、これに限らない。例
えば、制御部３７０は、左右のオートクロスシリンダレンズの軸Ｌ３の相対的な角度を制
御してもよい。
【００６８】
　検者は、２つに分かれた点群チャートの見え方の差が小さくなるまで、オートクロスシ
リンダレンズの軸を回転させる。このとき、制御部３７０は、測定眼側に配置されたオー
トクロスシリンダレンズと非測定眼側に配置されたオートクロスシリンダレンズを同期さ
せて回転させてもよい。例えば、制御部３７０は、測定眼側のオートクロスシリンダレン
ズの回転に合わせて、非測定眼側のオートクロスシリンダレンズの回転を制御してもよい
。例えば、図１１の場合、制御部３７０は、右検眼窓１６０Ｒに配置されたオートクロス
シリンダレンズＡｃの軸Ｌ３の回転方向Ｋ１と、左検眼窓１６０Ｌに配置されたオートク
ロスシリンダレンズＡｃの軸Ｌ３の回転方向Ｋ２を一致させる。さらに、制御部３７０は
、左右のオートクロスシリンダレンズＡｃの回転量、回転速度等を一致させてもよい。こ
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のように、制御部３７０は、例えば、回転量、回転方向、回転速度等の少なくともいずれ
かが等しくなるように駆動部１５０Ｒ，１５０Ｌを制御し、測定眼側および非測定眼側の
オートクロスシリンダレンズを回転させる。これによって、オートクロスシリンダレンズ
を回転させた場合でも左右眼のそれぞれで観察される点群チャートの分離方向が一致し、
網膜像が融像され易い。
【００６９】
　乱視軸の調整が終了すると、乱視度数の調整を行う。例えば、検者は、２つに分かれた
点群チャートの見え方の差が小さくなるまで、円柱レンズディス１２２Ｒ，１２２Ｌを駆
動させて円柱度数を切り換える。
【００７０】
　制御部３７０は、一方の眼について片眼検査が終了すると、測定眼を他方の眼に切換え
る。この場合、制御部３７０は、これから測定を行う被検眼側では雲霧量が解除され、先
に行ったＲ／Ｇ検査による球面度数の光学系となる。一方、非測定眼側には、ステップＳ
４と同様に算出された雲霧量が付加される。
【００７１】
　左右それぞれ片眼検査が終了すると、制御部３７０は、次の両眼バランス検査に移行す
る（ステップＳ７）。このとき、制御部３７０は、例えば、左右の検眼窓に補助レンズデ
ィスク１２３Ｒ，１２３Ｌの偏光板を配置させ、非測定眼に掛けられていた雲霧を解除す
る。両眼パランス検査が終了すると、次に両眼完全矯正値の測定に移る（ステップＳ８）
。例えば、制御部３７０は、一度、両眼に雲霧を掛け、最高視力の出る最弱度数を測定す
る。制御部３７０は、両眼完全矯正値が得られると、検査を終了する。
【００７２】
　なお、以上の説明において、視標呈示装置２００によって呈示された検査視標は左右眼
の両方で確認できるものと説明したが、偏光を利用して測定眼のみに視標が見えるように
してもよい。例えば、視標呈示装置２１０は偏光光学部材を備え、視標光束を偏光させて
もよい。そして、検眼窓に配置された偏光光学素子によって測定眼のみに検査視標が見え
るようにしてもよい。このように、偏光を利用することで両眼解放状態の検査を行う場合
も上記のように非測定眼に雲霧を掛けてもよい。これによって、非測定眼に起因する測定
眼の検査への影響を抑えることができる。
【００７３】
＜表示画面＞
　続いて、本実施例のコントローラ３００の表示について説明する。図１２は、コントロ
ーラ３００の表示画面３２１の一例を示す図である。表示画面３２１には、例えば、被検
者の両眼での見え方を示すシミュレーション画像３２３等が表示される。
【００７４】
　両眼でのシミュレーション画像３２３は、例えば、被検者が検眼窓１６０を通して検査
視標を見たときに想定される両眼での見え方を示す画像であってもよい。例えば、シミュ
レーション画像３２３は、左右眼それぞれで得られる網膜像が融像されたことを想定した
画像であってもよい。網膜像が融像される場合、左右のうち、より鮮明な像が優先されて
見えることが多い。例えば、図１３（ａ）は左眼での視標の見え方、図１３（ｂ）は右眼
での視標の見え方、図１３（ｃ）は両眼での視標の見え方を示す。図１３に示すように、
左眼が雲霧によってぼやけて見え、右眼が鮮明に見えている場合、両眼での見え方は、右
眼での見え方が優先されて鮮明に見える。
【００７５】
　そこで、制御部３７０は、例えば、被検者の左右の視力値、左右の矯正値、雲霧量等の
情報に基づいて、左右眼のうち、鮮明に見える方の見え方を両眼でのシミュレーション画
像３２３として表示部３２０に表示してもよい。例えば、本実施例においては、非測定眼
に雲霧を掛けている場合、雲霧を掛けていない測定眼での見え方を、両眼での見え方とし
て表示部３２０に表示してもよい。この場合、制御部３７０は、測定眼で見える鮮明な検
査視標の画像をシミュレーション画像３２３として表示部３２０に表示させてもよい。
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【００７６】
　なお、制御部３７０は、左右それぞれの見え方を示すシミュレーション画像を表示して
もよい。例えば、図１２に示すように、制御部３７０は、右眼での見え方を示すシミュレ
ーション画像３２４、左眼での見え方を示すシミュレーション画像３２５等を表示部３２
０に表示させてもよい。例えば、片眼検査において非測定眼に雲霧が掛かっている場合、
制御部３７０は、ぼやけた検査視標の画像を非測定眼側の見え方のシミュレーション画像
として表示させてもよい。例えば、制御部３７０は、雲霧量に応じてぼかし処理等を施し
た画像を表示させてもよい。シミュレーション画像として表示させる画像は、記憶部３４
０等に予め記憶させてもよいし、制御部３７０によって生成されてもよい。
【００７７】
　なお、矯正度数、雲霧量等の変更に伴って、シミュレーション画像３２３，３２４，３
２５のぼやけ具合を変更してもよい。例えば、雲霧量を大きくしたときに、よりぼやけた
画像に変更し、雲霧量を小さくしたときに、より鮮明な画像に変更してもよい。これによ
って、検者は、度数の変更による被検者の見え方の変化を容易に確認できる。
【００７８】
　なお、制御部３７０は、視標呈示部２１０に表示させる検査視標の視標画像３２２を表
示させてもよい。検者は、視標画像３２２と、他のシミュレーション画像を比較すること
によって、被検者に視標が鮮明に見えているか否かを把握できる。
【００７９】
　以上のように、両眼での見え方を示すシミュレーション画像３２３を表示部３２０に表
示させることによって、被検者がどのように見えているかを容易に確認することができる
。例えば、従来において、雲霧を掛けて検査を行う場合、検者は、実際に検眼装置１００
を覗き込んで視標の見え方を確認することがあった。しかしながら、検者自身の両眼視異
常等の影響で、検者の見え方と被検者の測定中の見え方が異なる場合があった。この場合
、検者は、被検者の見え方をイメージすることが難しかった。そこで、本実施例では、片
眼ずつのシミュレーション画像をそれぞれ対象の眼に対して表示するのではなく、左右眼
それぞれの網膜像が融像されたことを想定した画像を表示部３２０に表示させることによ
って、被検者と共通の見え方をイメージすることが容易となった。また、見え方を示すシ
ミュレーション画像が表示されることによって、検者は、被検者の見え方をイメージしな
がら検査を行うことができる。
【００８０】
　なお、雲霧が掛けられた場合のシミュレーション画像として表示させる画像は、矯正度
数に応じて輝度を低下させる、露光値を上げる等のぼかし処理を行ってもよい。ぼかし処
理は、例えば、色の変更、混ぜ合わせ、色抜き処理、明るさの変更等の処理であってもよ
い。また、光学的にぼかして撮影された画像を取得してもよい。
【００８１】
　なお、制御部３７０は、例えば、図１２に示すように眼図３２６を表示部３２０に表示
させてもよい。眼図３２６は、例えば、測定眼および雲霧を掛けた非測定眼に対して視標
光束がどのように入射するかを表す光線図である。図１４に拡大されるように、眼図３２
６は、被検眼と、レンズの図によって描かれる。図１４（ａ）に示すように、例えば、測
定眼には矯正用レンズ（例えば、凹レンズ）Ｐ１が配置され、視標光束が網膜上に結像す
る様子が描かれる。一方、非測定眼には矯正用レンズＰ２に加えて雲霧用レンズ（例えば
、凸レンズ）Ｑ１が配置され、視標光束が網膜よりも手前で結像する様子が描かれる。こ
のように表示部３２０に眼図３２６が表示されることによって、検者は、被検者の見え具
合を容易に想定することができる。なお、雲霧用レンズＱ１の付近に雲霧量Ｆを表示して
もよい。
【００８２】
　なお、上記のシミュレーション画像と同様に、眼図３２６も、検眼窓１６０に配置する
レンズ度数の変更に伴って、視標光束の結像位置を変更してもよい。例えば、制御部３７
０は、雲霧量を大きくすると、眼図３２６の非測定眼において、さらに雲霧用レンズＱ２
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が配置され、視標光束の結像位置Ｋが手前に移動するように表示を変更してもよい（図１
４（ｂ）参照）。逆に、雲霧量を小さくした場合は、眼図３２６の非測定眼において、雲
霧用レンズの枚数が減り、視標憶測の結像位置Ｋが眼底側に移動するように表示を変更し
てもよい。このとき、雲霧量Ｆの数値の表示も変更させてもよい。
【００８３】
　このように、雲霧量の変更に応じて眼図３２６の表示を変化させることによって、度数
変化に応じた被検者の見え具合を容易に確認することができる。したがって、検者は、度
数の変更によって被検者の見え方のぼやけ具合が大きくなったのか、あるいは小さくなっ
たのかを容易に確認できる。また、被検者への検査の説明がわかりやすく行える。
【００８４】
　なお、本実施例において、制御部３７０は、表示画面３２１に検査視標３２２、両眼の
見え方シミュレーション画像３２３、右眼の見え方シミュレーション画像３２４、左眼の
見え方シミュレーション画像３２５、眼図３２６を表示している。検者は、これらの表示
のうち少なくともいずれかの関係性を確認することによって、より被検者の見え方をイメ
ージすることが容易となる。しかしながら、制御部３７０は、検査視標３２２、両眼の見
え方シミュレーション画像３２３、右眼の見え方シミュレーション画像３２４、左眼の見
え方シミュレーション画像３２５、眼図３２６のうち、少なくともいずれかを表示しても
よい。
【００８５】
　なお、以上の説明において、シミュレーション画像３２３、眼図３２６等をコントロー
ラ３００の表示部３２０に表示させたが、これに限らない。例えば、表示端末（例えば、
タブレット端末、スマートフォン、ノートＰＣ、デスクトップＰＣなど）に見え方を示す
シミュレーション画像または眼図等を表示させてもよい。これによって、例えば、検眼装
置１００の操作講習など実際に検眼装置１００を使用しない場合においても、雲霧時の見
え方等を受講者に分かりやすく説明することができる。
【符号の説明】
【００８６】
　１００　検眼装置
　１１０　レンズユニット
　２００　視標呈示装置
　３００　コントローラ
　３２０　表示部
　３４０　記憶部
　３７０　制御部
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